
令和２年８月２７日 

北上市議会議長 八重樫 七郎 様 

議 席 番 号  １７番 

北上市議会議員  三 宅  靖  ○印 

一 般 質 問 通 告 書 

今期通常会議において、次のとおり一般質問をしますから、北上市議会会議規則第

61 条第２項の規定により通告します。 

質 問 事 項  ２．道路情報収集システムの活用について 

質   問   の   要   旨 
答 弁 を 

求める者 

平成 25 年度より導入した「北上市道路情報収集システム」については 

市 長 

利用が少ないと思われ、その活用について、次の３点について質問します。 

（１）道路情報収集システムの運用について 

 ①システムの導入費用及び年間の維持管理費は幾らか。 
②市民がこのシステムを利用する為の手順は。それは簡単だと考えているか。 

 ③寄せられた情報についての対応は。 
（２）情報収集システムの拡張について 
 ①道路情報以外の情報収集にも拡張して利用してはどうか。災害時の情報収集や 
  不法投棄や鳥獣被害などにも活用できるのでは。例えば、千葉市の「ちばレポ」 
  の様なシステムにしてはどうか。 
 ②利用しやすさから、アプリ化または既存アプリの利用を検討してはどうか。 
 ③寄せられた情報とその対応を公開してはどうか。 

 ④課題解決に市民協働の仕組みを構築してはどうか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜記入上の注意＞ (1) 質問事項１件につき一般質問通告書１枚の使用としてください。 

         (2) 質問事項は一覧表にして配布しますので明確に記入してください。 

         (3) 質問の要旨は箇条書でも結構ですから具体的に記入してください。 

 


